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国
の
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
対
策
が

本
格
的
に
動
き
出
し
、
都
会
か
ら
地
方
へ

の
移
住
促
進
策
な
ど
が
来
年
度
概
算
要
求

さ
れ
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

　

島
根
県
で
も
急
速
に
進
展
す
る
人
口
減

少
、
高
齢
化
社
会
に
対
応
す
る
た
め
市
町

村
と
連
携
し
「
人
口
減
少
対
策
本
部
」
を

設
置
し
た
。

　

町
総
合
振
興
計
画
で
は
、「
人
口
キ
ー

プ
３
０
０
０
」
の
達
成
に
向
け
て
取
り
組

ん
で
い
る
が
、
人
口
減
少
は
今
後
も
拡
大

す
る
と
予
想
さ
れ
、
人
口
問
題
研
究
所
推

計
で
は
、本
町
も
25
年
後
（
２
０
４
０
年
）

に
は
、
人
口
も
半
減
す
る
と
将
来
予
測
さ

れ
て
い
る
。

　

今
後
、
国
、
県
と
連
携
強
化
を
図
り
な

が
ら
総
合
的
な
「
人
口
減
少
対
策
」
を
講

じ
て
は
ど
う
か
。

　

７
月
下
旬
に
発
生
し
た
、
美
田
管
内

１
６
８
か
所
の
停
電
は
原
因
調
査
も
含
め

隠
岐
の
島
町
か
ら
派
遣
も
得
て
復
旧
ま
で

３
時
間
要
し
た
。

　

島
前
管
内
に
は
駐
在
員
不
在
で
地
元
業
者

に
委
託
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
台
風
な

ど
自
然
災
害
時
は
大
変
不
安
な
環
境
に
あ
る
。

　

電
気
の
安
定
供
給
は
安
心
・
安
全
な
町

づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
こ

と
と
考
え
る
が
、
島
前
住
民
の
共
通
課
題

と
し
て
駐
在
員
の
常
駐
を
要
望
し
て
は
ど

う
か
、
町
長
の
所
見
を
伺
う
。

　

中
国
電
力
隠
岐
営
業
所
の
保
守
管
理
体
制

は
、
以
前
、
本
町
に
も
事
務
所
が
あ
り
、
社

員
が
２
名
常
駐
し
て
い
た
が
、
営
業
所
組
織

見
直
し
に
伴
い
、
平
成
15
年
１
月
末
か
ら
島

後
の
隠
岐
営
業
所
１
か
所
に
統
合
さ
れ
た
。

　

こ
の
西
ノ
島
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
廃
止

後
は
、
停
電
な
ど
電
気
設
備
に
事
故
が
発

生
し
た
場
合
に
は
、
チ
ャ
ー
タ
ー
船
で
隠

岐
営
業
所
か
ら
駆
け
つ
け
る
体
制
と
し
て

お
り
、
日
常
の
巡
視
や
停
電
時
の
一
次
対

応
、
停
電
箇
所
の
捜
索
や
確
認
を
中
電
工

に
委
託
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

台
風
な
ど
に
よ
る
影
響
が
予
想
さ
れ
る

場
合
に
は
、
事
前
に
島
前
地
区
へ
社
員
の

派
遣
を
行
う
こ
と
で
対
応
し
、
こ
の
際
に

尾
おざき

﨑　満
みつる

　議員

西
ノ
島
町
議
会
　
広
報
調
査
特
別
委
員
会

　

本
町
で
は
、
平
成
25
年
度
よ
り
「
第
５
次

西
ノ
島
町
総
合
振
興
計
画
」
が
ス
タ
ー
ト
し

て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
活
か
し
な
が
ら
、

今
年
度
以
降
、
総
合
振
興
計
画
の
着
実
な
実

行
に
努
め
て
い
く
。
実
行
に
あ
た
っ
て
は
、

「
雇
用
の
場
の
創
出
に
繋
が
る
産
業
の
振
興
」

「
安
心
し
て
生
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
子
育

て
支
援
・
少
子
化
対
策
」
を
最
優
先
に
考
え
、

ま
た
、「
福
祉
・
医
療
・
教
育
の
環
境
づ
く
り
」

も
人
口
減
少
対
策
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
要

素
だ
と
思
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
実
行
に
当

た
っ
て
も
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
進
め
て
い

く
。

　

国
や
県
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
の
取
り
組

み
と
い
う
事
に
つ
い
て
は
、
知
事
や
県
内
市

町
村
長
と
の
意
見
交
換
も
行
わ
れ
、
島
根
県

町
村
会
と
し
て
も
「
人
口
問
題
に
関
す
る
緊

急
要
望
」
を
島
根
県
に
対
し
て
提
出
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

今
後
も
引
き
続
き
国
や
県
・
県
内
市
町
村

と
連
携
し
な
が
ら
人
口
減
少
問
題
に
全
力
で

取
り
組
ん
で
い
く
。

　

少
子
化
、
子
育
て
、
定
住
等
総
合
的
な
人

口
対
策
に
つ
い
て
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち

上
げ
て
実
行
に
移
し
て
い
き
た
い
。

は
本
土
か
ら
の
応
援
も
頼
ん
で
い
る
よ
う
で

あ
り
、
今
年
度
は
８
月
末
ま
で
に
２
回
、
昨

年
度
は
８
回
の
事
前
派
遣
を
行
っ
て
い
る
と

伺
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
７
月
に
発
生
し
た
よ
う

な
突
発
的
な
停
電
時
に
は
、
海
を
隔
て
て
い

る
た
め
、
派
遣
社
員
の
到
着
ま
で
非
常
に
時

間
を
要
し
、
早
期
復
旧
が
出
来
な
い
こ
と
や

海
上
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
チ
ャ
ー
タ
ー
船

が
運
航
で
き
な
い
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
駐
在
員
の
常
駐
も
含
め
、
現
在
の
体
制

の
在
り
方
、あ
る
い
は
見
直
し
等
に
つ
い
て
、

中
国
電
力
と
協
議
を
し
て
い
く
。

　

島
前
３
町
村
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、

知
夫
、
海
士
と
も
相
談
し
て
い
き
た
い
。
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平成２６年度第２回西ノ島町職員採用試験を次のとおり行います。

１．受付期間　　平成２６年１０月２７日（月）～平成２６年１１月２１日（金）

２．試験の種目、試験の区分・職種、採用予定人員及び職務内容

試験の種目 試 験 区 分 採用予定人員 職  務  内  容

高卒程度 一般事務
1名 一般事務

1名 水道業務

資格免許職
保 育 士 １名 保育士業務

管理栄養 士 1名 栄養士業務

＊採用予定人員は変更する場合があります。３．受験資格

５．その他
　試験の詳細につきましては、西ノ島町HP及びタブレットに掲載しています。

　受験手続き、その他ご質問等については、下記までお問い合せ下さい。

  〒 684-0211
 　   島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷５３４番地   西ノ島町役場　総務課　総務管理係
　　　 TEL　08514-6-0101　FAX　08514-6-0683　Ｅ -mail　info@town.nishinoshima.shimane.jp 　

４．試験の日時、内容、試験地及び試験会場

（１）日　　時　平成２６年１２月７日（日）

（２）受付時間　午前９時１５分から９時３０分

（３）試験会場　島根県民会館　（松江市殿町 158）

（４）試験内容　[ 一般事務 ] 教養試験　事務適性検査　作文
　　　　　　　  [ 保育士・管理栄養 士 ] 作文

　　　　　

詳細は第１次試験合格通知の際にお知らせします。

（１）日 時 平成２７年１月中旬予定

（２）試験会場 未定（ 松江市内予定 ）

（３）試験種目 人物試験

■
全
額
免
除

　

次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
の
障
が
い
者
手
帳
を
お
持
ち

の
方
が
い
る
世
帯
で
世
帯
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税

世
帯
の
場
合

　

①
身
体
障
害
者
手
帳

　

②
療
育
手
帳

　

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

■
半
額
免
除

　

次
の
①
〜
④
の
い
ず
れ
か
の
障
が
い
者
手
帳
を
お
持
ち

の
方
が
世
帯
主
で
受
信
契
約
者
で
あ
る
場
合

　

①
身
体
障
害
者
手
帳
（
視
覚
障
が
い
又
は
聴
覚
障
が
い
に
よ
る
）

　

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級

　

③
療
育
手
帳
Ａ
判
定

　

④
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

■
申
請
時
に
必
要
な
も
の

　

・
印
鑑

　

・
障
が
い
者
手
帳

■
免
除
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
…

　

受
信
料
免
除
基
準
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
速

や
か
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ま
で
ご
連
絡
し
て
下
さ
い
。
再
度
該
当
す

る
場
合
は
申
請
が
必
要
で
す
。

■
申
請
先
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

西
ノ
島
町
役
場
健
康
福
祉
課　

☎
６
‐
０
１
０
４

試験の種目 試 験 区 分 年　齢　等

高卒程度 一般事務 昭和５４年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人（平成２７年
４月１日現在で、満１８歳から満３５歳までの人）

資格免許職
保 育 士 昭和５４年４月２日以降に生まれた人（平成２７年４月１日現在で、満

３５歳までの人）で、当該資格を有する人、又は平成２７年３月末までに
当該資格を取得見込みの人管理栄養 士


